
   石巻市シティプロモーションロゴマークの使用に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、石巻市シティプロモーションロゴマーク（以下「ロゴマーク」とい

う。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （デザイン） 

第２条 ロゴマークのデザインは、別に定める石巻市シティプロモーションロゴマークデ

ザインマニュアル（以下「マニュアル」という。）によるものとする。 

 （権利の帰属） 

第３条 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属する。 

 （使用の範囲） 

第４条 ロゴマークは、何人も使用することができる。ただし、市長は、ロゴマークの使

用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ロゴマークの使用を認めないものと

する。 

 (1) 市及び市民活動の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。 

 (2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。 

 (3) 政治活動及び宗教活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。 

 (4) 自己の商標又は意匠とする等、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。 

 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する営業又はこれに類する営業に使用し、又は使用するおそれがあると

き。 

 (6) マニュアルに基づかないで使用し、又は使用するおそれがあるとき。 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当と認めるとき。 

 （使用の手続） 

第５条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ石巻市シティプロモーションロ

ゴマーク使用届（別記様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 

 (1) 市、石巻地方広域水道企業団、石巻地区広域行政事務組合及び市が出資等をする

法人が使用するとき。 

 (2) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。 

 (3) 報道機関が市政に係る報道又は広報の目的で使用するとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 

 （使用料） 

第６条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

 （遵守事項） 

第７条 ロゴマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

 (1) ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。 

 (2) ロゴマークを商品等に使用する場合においては、日本農林規格等に関する法律



（昭和２５年法律第１７５号）、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第

１３４号）、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他の関係法令を遵守する

こと。 

 （使用の禁止等） 

第８条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ロゴマークの

使用を禁止することができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定によりロゴマークの使用を禁止された者は、使用の禁止の通知があった日

以後、ロゴマークを使用してはならない。 

３ 市長は、第１項の規定によりロゴマークの使用を禁止したときは、使用者に対し、ロ

ゴマークを使用して作成し、又は製造した物件の回収を求めることができる。 

 （責任の制限） 

第９条 前条の規定によるロゴマークの使用の禁止により、使用者に損害が生じた場合で

あっても、市は、その賠償の責めを負わない。 

２ 使用者がロゴマークの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合におい

て、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。 

 （損害賠償） 

第１０条 第８条第１項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じ

させた損害を賠償しなければならない。 

 （争論等の解決） 

第１１条 ロゴマークの使用に関し、争論又は訴訟が生じたときは、使用者の責任におい

て解決するものとする。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別記様式（第５条関係） 

 

石巻市シティプロモーションロゴマーク使用届 

 

年  月  日 

 

 石巻市長（あて） 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名（名称） 

（代表者氏名） 

 

 

 石巻市シティプロモーションロゴマークを使用したいので、石巻市シティプロモーショ

ンロゴマークの使用に関する要綱第５条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 なお、使用に当たっては、同要綱及び石巻市シティプロモーションロゴマークデザイン

マニュアルを遵守します。 

 

使用目的 

 

□商用利用  □啓発利用  □その他（         ） 

※該当する□に✓印を記入してください。 

使用方法  

使用期間  

使用場所等  

※本届出書に、ロゴマークを使用する商品等のイメージ図等を添付してください。 

※完成後、ロゴマークを使用した商品等が確認できる写真等を提出してください。 

 

連絡先 

部署名・担当者名  

電話番号  

電子メールアドレス  

 

市使用欄 

□使用基準確認 □添付書類確認 □補助金（該当・非該当） 

 


